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Tax Analysis 
 

「企業会計基準解釈第 14 号」−
PPP プロジェクトの税務処理に与え
る潜在的な影響 
 
2021年 1月 26日、財政部は「『企業会計基準解釈第 14号』の印刷

・公布に関する通知」（財会[2021]1号。以下「解釈第 14号」）を公

布し、官民連携（Public-Private Partnership、以下「PPP」）プロジ

ェクト契約に関する民間出資者の会計処理について明確に規定し

た。上述の民間出資者とは、政府側と PPPプロジェクト契約を締

結する民間出資者またはプロジェクト会社を指す。解釈第 14号は

公布日から施行される。2021年 1月 1日から施行日までの間に立

ち上げられた新規プロジェクトに関する会計処理は、解釈第 14号

の規定に基づいた調整が行われる必要がある。2020年 12月 31日

以前に開始し、施行日までに完了していない PPPプロジェクト契

約に関する会計処理が、解釈第 14号に準じていない場合には、遡

及調整が行われる必要がある。なお、その遡及調整が現実的ではな

い場合、遡及調整が可能となる最初の期間の期首から解釈第 14号

が適用されるべきである。 

 
PPP プロジェクトに関する増値税・所得税の処理について、税務当局からガイドラインは提
供されていないため、各地の税務機関による実施基準に差異が存在している。中国におけ
る税務の実務上、特定の経済活動の税務処理について具体的なガイドラインが存在しな
い場合、税務当局はしばしばその会計処理を重要な参照事項とする。従って、PPP プロ
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ジェクトの会計処理の明確化は、PPP プロジェクトの税務処理に潜在的な影響をもたらす
ことが予想される。 
 
PPP プロジェクト契約に関する⺠間出資者の会計処理 
 
解釈第 14 号により、主に以下の内容が明確にされた。 
 
1. 収益の認識 
 

• 身分の判断：⺠間出資者が PPP プロジェクト資産（ PPP プロジェクト契約に
記載された「公共財・公共サービスの提供に用いられる資産」）の建設サービス
（新規建設と改修を含む。以下同様）を提供し、または第三者に委託する等
の場合において、「企業会計基準第 14号—収益」の規定に基づき、その身分
（主要責任者と代理人のどちらに該当するか）を判断した上で会計処理を行
い、契約対象資産を認識すべきである。 

 
• 収益の配分：⺠間出資者が PPP プロジェクト契約の約定に基づき複数のサー
ビス（例： PPP プロジェクト資産の建設サービス、及び工事完成後の運営サー
ビスと保守サービス）を提供する場合には、「企業会計基準第 14号—収益」の
規定に基づき、各契約履行義務を識別する必要がある。また、各契約履行義
務の個別販売価格の相対的比率に基づき、取引価格を各契約履行義務に割
り当てる必要がある。 

 
• 政府支払： PPP プロジェクトでは、政府側が⺠間出資者にアベイラビリティ・ペ

イメント（Availability Payment）やヴァイアビリティ・ギャップ・ファンディング
（Viability Gap Funding）などを支払うアレンジが見受けられる。解釈第 14
号の規定により、⺠間出資者が PPP プロジェクト契約に基づき政府側から取得
した関連資産が政府側の支払うべき契約対価の一部を構成する場合、⺠間出
資者はそれを政府補助金としてではなく、「企業会計基準第 14号—収益」の
規定に従い会計処理を行うべきである。 

 
2. 資産の認識とその後の測定 
 
解釈第 14 号の規定により、⺠間出資者は PPP プロジェクト資産を固定資産として認識
してはならず、以下のモデルに基づいた関連資産の認識と会計処理を行うべきである。 
 

• 無形資産モデル：⺠間出資者が PPP プロジェクト契約の約定に基づき、プロジ
ェクト運営期間において公共財・公共サービスの利用者から料金を徴収する権利
が付与されているが、料金の金額が定かではない場合、「現金を受け取る無条
件の契約上の権利」を構成しない。その場合、⺠間出資者は、PPP プロジェクト
資産が予定された使用可能な状態に至った時点で、関連 PPP プロジェクト資
産の対価の金額、または収益認識を行った建設工事収益の金額を無形資産と
して認識するべきである。また「企業会計基準第 6号—無形資産」の規定に従
った会計処理を行うべきである。 

 
• 金融資産モデル・混合モデル： ⺠間出資者が PPP プロジェクト契約の約定に

基づき、プロジェクト運営期間において「現金または別の金融資産を受け取る権
利」が付与されており、かつその金額が明確である場合、当該権利（その対価の
支払期限までの期間のみが考慮される）が付与された時点で売掛金を認識す
るべきである。また、「企業会計基準第 22 号—金融商品の認識および測定」の
規定に従った会計処理を行うべきである。⺠間出資者は、 PPP プロジェクト資
産が予定された使用可能な状態に至った時点で、「関連 PPP プロジェクト資産
の対価の金額または収益認識を行った建設工事収益の金額」が「現金または別
の金融資産を受け取る権利に基づき受け取る金額」を上回る部分の金額を、無
形資産として認識すべきである。 
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3. 借入費用 

 
• PPP プロジェクト資産の建設過程で発⽣した借⼊費⽤について、⺠間出資者は「企業会計準則第 17 号—借入費用」の規定

に基づき会計処理を行うべきである。 
 

• 無形資産として認識すべき部分について、⺠間出資者は、条件満了時に借⼊費⽤の資産化を⾏い、PPP プロジェクト資産が
予定の使用可能状態に至った時、無形資産への振替処理を行うべきである。 
 

• 上述の場合以外の借入費用に対して、⺠間出資者は、費用化を行うべきである。 
 
税務上の潜在的な影響 
 
PPP プロジェクトの特性、及び関連ガイドラインの欠如により、PPP プロジェクトに参加する⺠間出資者の増値税・所得税の税務処理につ
いては論争があり、各地の税務機関による実施基準の間に差異が存在している。中国における税務の実務上、明確な税務ガイドラインが
存在しない場合、各地の税務当局は会計処理を参照して収入項目や所得項目の性質を判断し、それを踏まえた税務処理を行ってい
る。従って、解釈第 14 号による PPP プロジェクト契約における会計処理の明確化は、建設期間及び運営期間における PPP プロジェクト
の増値税・所得税の税務処理に潜在的な影響を与えることが予想される。 
 
1. PPP プロジェクトの建設期間 
 
収入の性質 
解釈第 14 号の規定により、⺠間出資者は「企業会計基準第 14 号—収益」の規定に基づき、その身分（主要責任者と代理人のどち
らに該当するか）を判断し会計処理を行う必要がある。⺠間出資者が主要責任者である場合、取得したまたは受け取るべき対価の総額
に基づいた収入を認識すべきである。また、⺠間出資者が代理人である場合、取得したまたは受け取るべき対価の総額からその他の当事
者に支払うべき金額を差し引いた金額を収入として認識すべきである。上述の会計処理を参照し、相応する増値税の税務処理を行う場
合、⺠間出資者が主要責任者と代理人のどちらに該当するかによって、⺠間出資者に適⽤される増値税税率及び仕入税額控除の取扱
が異なる可能性がある。 
 
• ⺠間出資者が主要責任者である場合： 
建設期間に建設サービス収入を認識し、増値税一般納税者資格を有する場合、「建設サービス業：9%」の税率で増値税を計算す
る。建材及び建設機械のサプライヤーとサービス提供者から取得した仕入増値税の控除が認められる。 

 

• ⺠間出資者が代理⼈である場合： 
建設期間に代理サービス収入を認識し、増値税一般納税者資格を有する場合、「現代サービス業：6%」の税率で増値税を計算す
る。留意点として、当該⺠間出資者が建設サービスの提供者や PPP プロジェクト資産の所有者ではなく、PPP プロジェクト資産の建
設を請け負う代理⼈であるため、実際の建設サービスの提供者が⺠間出資者に増値税発票を発⾏することの合理性について論争が
発生する可能性があることが挙げられる。また、⺠間出資者側で仕入税額控除を行うべきではないという意見も存在する。 

 
納税義務の発生時点 
PPP プロジェクトの建設期間において、⺠間出資者に現⾦の流⼊がほとんど発⽣しないにもかかわらず、解釈第 14 号の規定に従い、⺠
間出資者がその期間の建設サービス収入または代理サービス収入を認識する必要性が生じることが想定される。現行の税法上、大半のサ
ービス提供シナリオに関する増値税と所得税の納税義務の発生時点は、会計上の収入認識時点とほぼ一致する。従って、企業の会計処
理を参照し、税務処理を行う場合、⺠間出資者は、PPP プロジェクトの運営期間において政府または第三者から支払いを受けた時点で
納税義務を考慮するのではなく、PPP プロジェクトの建設期間において税務上の収入の認識、及びそれに伴う納税義務の発生について考
慮する必要がある。 
 
借入費用の資産化 

また、PPP プロジェクト資産が一定のサービス能力を有すること、または政府に移管される
前に使用可能な状態であることを確保するため、PPP プロジェクト契約に基づき⺠間出資
者により提供されるサービスが個別の契約履行義務を構成しない場合、発生する支出の
金額を見積もり、「企業会計基準第 13 号—偶発事象」の規定に従った会計処理が行
われるべきである。 
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PPP プロジェクトの資産認識に 2 つのモデルが存在することから、会計処理上の資産に対する性質の判断を参照し、税務処理を行う場合
（詳細は後述を参照のこと）、⺠間出資者は PPP プロジェクトの建設期間において、資産認識モデルに関する判断を行う必要がある。ま
た、その判断に基づき、建設期間の借入費用の資産化と費用化に関する所得税上の税務処理を行う必要がある。 
 
2. PPP プロジェクトの運営期間 
 
資産認識モデル 
解釈第 14 号の規定により、⺠間出資者は、PPP プロジェクト資産の対価の金額または収益認識を行った建設工事収益の金額を、金
融資産（現金若しくは別の金融資産を受け取る権利が付与されており、かつその金額が明確である場合）、無形資産（公共財・公共
サービスの利用者から料金を徴収する権利が付与されているが、料金の金額が明確ではない場合）、または両者の混合として認識すべき
である。 
 
会計処理上の資産に対する性質の判断を参照し、税務処理を行う場合、増値税・所得税に関する以下の事項に留意する必要がある。 
 
• 金融資産として認識する部分は、プロジェクトの運営期間における利子所得の税務処理に関連する。増値税一般納税者資格を有

する⺠間出資者が取得する利子所得は、「金融サービス業：6%」の増値税税率が適用される。 
 
増値税と所得税を計算する際に、実効金利法に基づき利子所得を認識できるか否か、及びその納税義務の発生時点については論
争に発展する可能性がある。 

 
• 無形資産として認識する部分は、政府が⺠間出資者に譲渡する⼀定期間内における PPP プロジェクト資産の運営権として認識す

ることができる。従って、増値税の一般納税者資格を有する⺠間出資者が運営期間に取得した関連金額は、業種（例：交通運輸
業・生活サービス業など）に応じた増値税処理が適用される。一方、当該無形資産について増値税発票（6%増値税）を取得し
て、仕入税額控除の対象とすることができるか否かは、PPP プロジェクトの運営期間における⺠間出資者の増値税の税負担に直接
的な影響を与える。 

 
所得税上、⺠間出資者は関連収入を課税所得額に算入すべきであり、当該無形資産の償却及び償却額の損金算入を行うことが
できる。 

 
政府支払 
解釈第 14 号の規定により、⺠間出資者が PPP プロジェクト契約に基づき政府側から取得した関連資産が政府側の支払うべき契約対
価の⼀部を構成する場合、⺠間出資者はそれを政府補助⾦としてではなく、「企業会計基準第 14号—収益」の規定に基づく会計処理
を行うべきである。 
 
実務上、多くの PPP プロジェクト会社では、政府側が支払ったヴァイアビリティ・ギャップ・ファンディングはサービス収入ではなく政府補助金に
該当するものと認識されている。また、それに係る相応の増値税・所得税を納付しない方針が採用されている。解釈第 14 号では、政府の
支払う資金が収入に該当する可能性があることが指摘された。将来において、税務当局が解釈第 14 号の規定に基づき税務処理を行う
場合、PPP プロジェクト会社の現行の認識による上述の処理はリスクをもたらす可能性がある。 
 
改修・更新・改造の支出 
PPP プロジェクト資産の契約期限到来までに発生する可能性のある改修・更新・改造の支出のうち、現行の税法の一般規定によれば、
企業所得税の計算上、損金算入が認められるのは、実際に発生した支出のみである。実務上、PPP プロジェクト会社による経営は永続
的なものではなく、PPP契約が期限切れとなり、プロジェクト会社の清算時に補填できないほどの多額の損失が認識される可能性もある。
その場合、上述の「実際に発生した改修・更新・改造の支出のみ損金算入が認められる」という処理が適用され、損金算入の本来の役割
が適切に機能しないことが想定される。将来において、PPP プロジェクト会社を適用対象として、それらの支出に対して、過年度に遡った追
加の損金算入、または会計上の支出計上を行った当期に税務上の損金算入を認める「所得税上の特別処理」の適用可能性に関する
検討が期待される。 
 
デロイトの考察 
 
私どもの実務経験から、PPP プロジェクト関係の税務処理は、各地の税務機関による実施基準の間に差異が存在していると考えられる。
現状、PPP プロジェクトの建設期間における⺠間出資者の収⼊認識・プロジェクト資産の認識方法・増値税仕入税額控除などの面で不
確実性が存在している。解釈第 14 号の施行に伴う関連会計処理の明確化、及び将来の税務処理の方針の方向性が会計処理との一
致性の確保に繋がるものとなるか否かについて、引き続き留意する必要がある。 
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現在の実務上、多くの PPP プロジェクトの⺠間出資者は建設期間に収入を認識せず、サプライヤー・下請けから取得した仕入増値税を
控除可能税額として、運営期間において仕入税額控除を行っている。⼀部の⺠間出資者は、政府側から取得するヴァイアビリティ・ギャッ
プ・ファンディング（政府が⺠間出資者に対して業績考課を⾏い、ノルマを達成しない場合には支払額が引き下げられる）に対して、一律
「現代サービス業：6%」の税率で増値税を納付するか、若しくは増値税・企業所得税を納付しない方針を採用している。将来において、
税務当局が企業の会計処理を参照の上で、相応の増値税・所得税の処理を行う場合、上述の企業が採用している方針は税務当局か
ら承認を得られず、税務リスクに繋がる可能性がある。 
 
また、PPP プロジェクトの「官⺠連携」の性質により、その税務処理に対しては一定の影響が生じる。例えば、PPP プロジェクトの建設期間
と運営期間における⺠間出資者による政府側への増値税発票の発行方法、その会計処理による地方政府の隠れ債務などの問題を巡
る新たな論争への発展の可能性などが挙げられる。今後も引き続き注目する必要があると考えられる。 
 
総じて、解釈第 14 号の公布と施行は、PPP プロジェクトにおける⺠間出資者の税務処理に潜在的な影響を与えることが想定されるた
め、コンプライアンスを確保する上で合理的なビジネスプランを検討することが推奨される。また、各関係企業は法規と実務の動向に留意
し、総合的な税務管理の視点による関連事項の考慮、プロジェクトの取引構造と各取引段階に想定される税務上の影響の再整理を行
うことが推奨される。 
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